
 
 

 

地域公共交通計画の章⽴てイメージ （地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第五条に基づき計画に記載すべき事項） 
第１章 はじめに（目的・計画の位置づけ・計画の区域・計画の期間・関連する計画 他） 
第２章 公共交通に関する現状と課題、方針 他 
第３章 目指すべき公共交通体系（目標・将来像） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第４章 公共交通体系を実現するための施策（取組方針） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 評価指標・推進体制等 

【フィーダー化イメージ】 【共同運行イメージ】 

（広島市地域公共交通計画より抜粋） 

（広島市地域公共交通計画より抜粋） 
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【将来交通体系（せんだい都市交通プラン）】 

【現状】 

【計画】 

資料６－１ 

分類基準を基に各分類の設定 

【将来公共交通ネットワークの設定】 

分類基準（案）

・都心直行型，駅アクセス路線

・沿線の夜間人口密度

・沿道施設立地数

・既存バスネットワークの連続性

・道路構造（多車線道路）

・鉄道と完全に並走する区間は除外

・平均乗車密度

分類

幹　 線 　区 　間

主要フィーダー区間

一 般 路 線 エリア

そ　の　他　エリア


